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第1 計画の目的

こ の計画は、 区民生活に甚大な被害を及ぼす恐れのある 災害に対処する ため、

過去の災害の経験を 教訓に、 社会構造の変化を 踏ま えながら 、 区民が、 相互に連携し 、

総合的かつ計画的な防災対策を 推進する こ と によ り 、 区民の生命、 身体及び財産を

災害から 守る こ と を 目的と する 。

第2 防災の基本方針

本計画は、 区民が一体と なって防災体制の確立を 図る と と も に「 災害に強いま ちづく り 」

を 進める こ と によ り 、 災害から 区民のかけがいのない生命と 財産を 守る こ と を 目的と し 、

区と し ては、 「 自ら の命は自ら が守る 」 、 「 自ら のま ちは自ら が守る 」 を 基本に、

“ 自助” “ 共助” のも と 。 区民がそれぞれの役割を 明ら かにし 、 情報の共有を 図り ながら 、

相互の信頼関係に基づく 協働によ り 、 災害への備えの充実や災害発生時の被害の軽減

、 早期復旧のための災害活動体制の整備など 防災体制の整備や区民の防災行動力の向上など 、

地区の防災力を高めていく こ と を 基本方針と する 。

そこ で、 区と し ても その方針に基づき 必要な事項を 以下の通り 定め、 運用し ていく こ と にする 。

第3 地区災害発生の特性

災害リ ス ク

①自然の特性およ び災害【 水害、 洪水、 地震、 土砂崩壊、 火災】

【 水害】 千曲市が発行し た防災ガイ ド ブッ ク （ 令和3年4月発行） の洪水・ 土砂災害マ

ッ プによ れば、 千曲川の堤防が決壊し た場合（ L2： 1000年に1回程度の最大規模の

降雨） 当該地区は、 3ｍから 5ｍの浸水が発生する 可能性がある と さ れている 。 地球

温暖化の影響か、 近年においては、 世界各地で大規模な豪雨、 ま た、 日本国内にお

いても 、 線上降水帯等の発生によ り 、 甚大な水害が発生し ている 。 災害に対する 意

識強化と 事前準備が重要になっ ている 。 ※ハザード マッ プ参照

【 洪水】 2019年10月の台風19号では、 特に県下の千曲川流域で大き な災害と なったが、

千曲市では、 新田地区と 八幡代地区にある 「 かすみ提」 から 水が溢れ、 さ ら に小河

川へ流れ込み、 中、 鋳物師屋、 新田、 杭瀬下、 屋代及び八幡代地区に大量の濁流が

押し 寄せた。 ま た、 雄沢川、 湯沢川の河川氾濫によ り 地区に大き な被害があっ た。

こ の災害によ り 地区内でのけが人等はなかっ たも のの。 多く の住宅、 公共施設が、

床上浸水、 床下浸水等の被害と なっ た。

若宮区においては、 住宅地内の被害はなかっ たが、 堤防東側の河川にある 畑はすべて

冠水し 畑に置いてあっ た機材は流出又は泥に埋ま り それぞれ被害を 受けた。

ま た八王子地籍においては荒砥沢川の増水によ り 、 一帯が冠水し 、 多く の住宅が

床下・ 床上浸水し 大き な被害と なっ た。
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【 地震】 全国各地で多発し ている 地震については、 2015年3月に公表さ れた地震災害

想定調査結果によ れば、 千曲市に最も 影響を 及ぼす地震と し て「 糸魚川-静岡構造

線断層帯」 の地震で最大震度7と 想定さ れている 。

【 土砂災害】 当該地区の南西側には、 正城山、 八王子山及び西山があり 大き な地震又

豪雨が発生し た場合土砂崩落等の危険が危惧さ れる 地域である 。

※土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域　 参照

【 火災】 当該地区は南西側に大き な山を抱えている こ と から 、 火災が発生し た

場合正城山等から の強い吹き おろし の風によ り 、 大規模火災に及ぶこ と も 想定

し なければなら ない地域である 。

②　 地区の特性およ び社会の特性

・ 当該地区は、 住宅地北東側に農地が集中し 、 農業振興地域の指定を 受けている 。

農家の現況は高齢者が多く 、 今後の農業の存続が心配さ れる 地域である 。

・ 当該地域の南東側には、 千曲川が流れ、 平時には清流と し て我々の生活の営みに

大き く 影響を も たら し ている 。 し かし ながら 、 ひと たび、 豪雨等によ り 増水し た

場合には、 激流と なり 危険な川と なる こ と を 認識し ておく 必要がある 。

第4　 防災対策の実施

防災対策を 行う にあっ ては、 次の事項を 基本と し 、 区は、 市、 関係機関及び市民（ 区民）

と 連携し 、 それぞれが役割を 認識し 一体と なっ て最善の対策を と る も のと する 。

区と し ての役割

（ 1） 災害に備える ための行動対策

① 平常時の取り 組み

いざと いう と き に地区の力が発揮でき る よ う 、 地区のみんなで協力し て以下の防災

活動に取り 組みま す。

ア 地区の安全点検

・ 防災の基本は自分たちの住むま ちを 知る こ と です。 地区の危険な場所や防災上問題

のある 場所など を確認し 、 改善のための働き かけなど を 行いま す。

イ 防災知識の普及や啓発

・ 防災対策では、 地区住民の一人一人が防災に関心を持ち、 準備する こ と が重要で

す。 地区住民への防災知識の普及や啓発活動を 行いま す。

・ 地区住民には、 避難する 場合に備えて、 貴重品、 日常必需品、 飲料水（ 1 / 1人）

非常食品（ 3食分） 、 情報収集品、 衣類、 避難時必需品等を 事前に用意し ておく など

周知する 。

ウ 避難所（ 公民館等） の点検整備

・ 災害発生時又は災害の恐れがある 場合に、 区民の自主的な非難を 含めて、 速やかに

避難でき る よ う 、 避難所（ 若宮公民館・ 佐良志奈神社） の点検整備を 行う 。

エ 食料品等の備蓄整備

リ ツ
ト ル
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・ 食料品等の備蓄資機材は災害発生時に役立ちま す。 区においては、 食料品等の備蓄

資機材（ 区民人口5％の3食分の食糧、 飲料水等を 含む） を 整備し 、 日ごろの点検や

使い方を確認し ま す。

※　 若宮の区民数　 609人　 　 人八王子の区民数49人　 （ 令和6年4月1日現在） の5％の

3食分＝30人×３ 食=90食分程度 八王子は上山田に避難する 。

オ 防災訓練

・ 防災訓練は、 いざと いう 時、 慌てず的確に対応する ための欠かせない活動です。

地区住民に積極的に参加を 呼びかけ、 訓練を 定期的に行いま す。

カ 区民及び災害時避難行動要支援者と の「 顔の見える 関係」 の構築。

・ 区民と の顔の見える 関係については重要なこ と である こ と に加えて、 個別支援

計画によ り 示さ れている 、 災害時避難行動支援者（ 以下「 要支援者」 と いう 。 ）

の方々に対する 見守り と し て、 日頃から 、 「 訪問、 声掛け」 等を 行い、 「 顔の見

える 関係」 が大切である 。

キ その他

・ 区が必要と 認める 事項について整えておく 。

② 災害時の取り 組み（ 人命を 守り 、 被害の拡大を 防ぐ ための活動)

※ 災害時は、 負傷者の発生や火災等の様々な事が発生する 可能性があり ま す。 公共

機関と も 連携し ながら 、 みんなの力を合わせて被害の軽減に向けて活動し ま す。

ア 情報の収集、 伝達

・ 公共機関など から 正し い情報を収集し 、 必要がある 時は、 屋外告知放送設備等を

活用し て、 地区住民に伝達し ま す。 ま た、 地区の被害状況や火災発生状況等を 取り

ま と め、 市役所・ 警察・ 消防他関係する 機関に報告する 。

イ 初期消火

・ 消防自動車が到着する ま での間、 火災の延焼拡大を防ぐ ための初期消火活動を 行う 。

※ 自主防災会と の連携含む

ウ 救出、 救助及び救護活動

・ 自分自身が怪我をし ない様に注意し ながら 、 みんなで協力し て負傷者や、 要支援者

及び家屋の下敷き になっ た人の救出、 救助、 救護活動を 行う 。

エ 医療救護活動

・ 医師又は救急隊員の手当てが受けら れる ま での間、 負傷者の応急手当てをし て、

公民館等へ搬送する 。

オ 避難誘導

・ 地区住民を 安全な場所など へ誘導する 。

カ 給食・ 給水活動

・ 地区で必要な物資を 把握し 、 公共機関と も 連携し ながら 、 必要に応じ て炊き 出し

など の給食・ 給水活動を 行う 。

③ 要支援者への支援

災害時に大き な被害を 受けやすいのは、 高齢者や障がい者、 子供等、 人の助けを

必要と する 人です。 こ う し た要支援者を 災害から 守る ため、 みんなで協力し ながら 、

支援を 行っ ていく 。 こ の取り 込みを 着実に進める ため個別計画に定めた事項を 踏ま え

ながら 、 行動でき る 体制が必要です。

ア 要支援者の身になっ て防災環境の点検、 改善を 行う 。
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・ 　耳や目の不自由な人にも 、 警報や避難情報がき ちんと 伝えら れる か、 避難経路等に

障害物や危険な場所はないか等を 点検し 、 改善に努める 。

イ 避難支援体制の構築

・ 避難体制に係わる 支援について、 区と し ての役割を明確にし ておく と と も に、 日頃

から 「 要支援者への声掛け」 を 積極的に進める 。

ウ 避難する 時は、 し っ かり 誘導する 。

・ 隣近所の助け合いが重要。 一人の要支援者に複数の避難支援者が必要と なる なる

こ と を 認識し ておく 。

エ 困っ た時こ そ、 温かい気持ちで接する 。

・ 非常時こ そ、 不安な状況に置かさ れている 人にやさ し く 接する 必要がある 。 困っ て

いる 人や要支援者には、 思いやり の心を も っ て接する 。

オ 日頃から 積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを図る 。

・ いざと いう と き に、 円滑に支援ができ る よ う 、 日頃から 積極的に要支援者と のコ ミ ュ

ニケーショ ンを 図る 。 なお、 児童民生委員と 連携する など 、 必要な情報を 共有し て

おく こ と も 大切なこ と である 。

（ 2） 災害時の具体的な対応行動

① 現地災害対策本部の設置について

区長は、 区内又は近接地区等において、 災害が発生又は発生する 恐れがある 時に

は、 その災害状況を 見極めた上で、 現地災害対策本部を 設置する と と も に、 災害

対応に努める こ と 。

※ 現地災害対策本部の設置場所については、 若宮公民館又は佐良志奈神社と する 。

※ 災害種別（ 地震、 土砂災害、 大規模火災、 自然災害） によ っ て上記場所が現地災害

対策本部等と し て活用でき ない場合を想定し 、 上記場所以外の場所を あら かじ め

き めておく こ と 。

※ 現地災害対策本部を 設置し た場合には、 千曲市（ 災害警戒本部、 災害対策本部） へ

開設し た旨を 連絡する 。 　 連絡先　 千曲市　 026-273-1111

ア　避難所の安全確認

区長は、 避難所開設のため、 指定さ れている 避難所（ 公民館等） に区役員（ 別記

本部員、 専門部員） を 参集さ せ、 施設の安全確認を行う 。 ま た、 各分区長は、 現地

災害対策本部編成表に基づく 人員を 確保する 。

なお、 連絡体制については、 迅速的に行う こ と ができ る 連絡網を 作成し ておく こ と 。

（ 別記様式参照）

※ 避難所と し て安全確認がOKの場合は、 開設準備し ていく 。

※ 避難所と し て安全確認がNGの場合は、 速やかに千曲市災害対策本部等へ連絡する と

と も に、 必要な対策を 講じ る 。

なお、 連絡体制については、 迅速的に行う こ と ができ る 連絡網を 作成し ておく こ と 。

建物の安全確認が取れないと 判断し た場合には、 応急危険度判定を 実施する 等、

使用の可否についての判断を専門家に委ねる 。

イ 開設準備

区長は、 施設の安全が確認さ れた後、 避難所開設準備を 行う 。

ウ 　広報の実施

区長は、 避難所、 避難場所を 開設し た場合には、 屋外放送設備等を 活用し て、 区民

に対し て避難所等を 開設し た旨を 伝える 。

エ 避難所の運営
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区長は、 準備完了後、 避難場所を 開設する 。 開設時には災害対策本部

（ 千曲市役所　 ℡026-273-1111） 等へ連絡する と と も に、 必要な情報等については

情報共有を 図る こ と 。

・ 受付

受付で、 全ての避難者に対し て、 検温及び体調の異変の聴取等を 実施し たう えで、

一般避難者と 福祉避難者及び体調不良者に振り 分ける 。 振り 分け後、 それぞれの

受付名簿に記入し ても ら い、 避難者カード を 渡し て、 避難者を 受け入れする 。

ま た、 避難体制等を 考慮し たう えで、 必要な部品等を 配布する 。

・ 避難所の維持管理及び必要物資の調達について

避難所の環境については、 避難者に立場を 考えたう えで、 適切な維持管理に努める

こ と 。 ま た、 避難所において必要な部品等が不足し た場合には、 千曲市災害対策本部

に連絡し 受領する 。 ま た、 区においても 備蓄し ている 部品が不足する 場合には適宜

調達する 。

・ 避難所の運営について

避難者等の健康状態について適切に把握する と と も に、 室内は適正な管理を 行い、

避難者には、 感染対策を 徹底する 等、 感染防止（ 室内換気を 含む） にも 十分配慮

する 。 ま た、 避難所に必要な資機材等は適切に管理でき る よ う 努める と と も に、 避難所

の火災予防を はじ め、 安全な施設管理に努める 。

・ ボラ ンティ ア、 支援物資の受け入れについて

千曲市等と 協議し 、 受入れ等の判断をする 。

・ 　避難所の縮小及び閉鎖の判断について

災害状況を 見極めた上で、 千曲市と 協議し 、 縮小又は閉鎖の判断を する 。

③ 地区防災訓練の実施について

災害発生時に、 地区住民が「 地区防災計画」 に沿って適切な行動ができ る よ う 千曲

市、 消防機関と も 連携し ながら 次の訓練を 中心と し た地区防災訓練を毎年実施する 。

※ 千曲市消防団、 日赤奉仕団、 児童民生委員、 自主防災会、 安協等と の連携

ア 避難訓練（ 要配慮者の支援を 含む） エ 給食、 給水訓練

イ 情報収集、 伝達訓練 オ 消火、 救出訓練

ウ 応急救護訓練 カ 啓発活動

※ 区民に対し ては、 日頃から 避難に備えて、 非常持ち出し 品（ 1人1 、 非常食3食分、

貴重品、 防災用品、 医薬、 衛生品等） の準備を お願いし ま す。

※ 訓練においては、 過去の災害発生状況について伝える と と も に、 マイ タ イ ムラ イ ン

等の作成についても 周知し ておく こ と が大切である 。

※ 訓練の実施後は、 訓練結果を 検証し 、 次回訓練に反映する 等、 定期的に活動内容を

見直し 、 必要であれば「 地区防災計画」 の見直し を 行う 。

※ 地区防災計画の見直し 及び訓練等については、 自主防災会が主体と なっ て行う 。

◎ 災害時の連絡網 別記様式

リ ッ
ト ル
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◎ 現地災害対策本部役員

※ 消火活動については、 消防班及び自主防災会と 協力し て活動する 。

◎ 要支援者への支援体制の整備

福祉班を 中心に要支援者の支援体制を整備する 。

※ 個別支援計画に基づき 、 必要な支援体制を 事前に計画する 。

※ 支援体制・ 支援方法等の検討整理、 対象者の把握、 個別計画の敵機的な見直し を 含

めた確認。

1 区　 長 本部長 統　 　 括

2 代　 理　 区　 長 副本部長 副統括

7 副分館長 　 〃 受付・ 総務班

8

No 　 区　 役　 員　 名 役　 職 主　 な　 業　 務 　 備　 考

4名

6 分館長 　 〃 受付・ 総務班

3 顧　 問 本部員 本部業務担当

4 事　 務　 局 本部員 受付・ 総務班

5 協議委員 専門部員 各種担当班

11

12

各分区長 　 〃 受付・ 総務班 5名

9 民生児童委員 　 〃 避難所運営班

10 区長から 指名さ れた者 　 〃 区長から の指示業務

13

No 　 役　 職　 名 　 員　 数 備　 考

3 消化・ 救出・ 救護班 　 3名 　 　 協議委員・ 副分館長

4 避難誘導・ 給食・ 給水班 　 3名 　 　 協議委員・ 副分館長

1 本　 部　 員 　 4名 現地災害対策本部役員兼務

2 受付・ 総務班 　 3名 分館長・ 民生児童委員

7 そ　 の　 他 　 適宜

8

5 避難所運営班 　 5名 　 　 分区長

6 警戒・ 警備班 　 3名 　 　 安　 協

No 　 役　 職　 名 　 員　 数 備　 考

9

10

1 福祉班 計画中
支援体制を 考慮し たう えで必要
な人を別途計画し ていく 。
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◎ 災害備蓄状況

◎ 近く の緊急指定避難場所、 緊急指定避難所及び福祉避難所

No 物品名 数量 備蓄場所 備　 考

1 テント 2 公民館

2 テーブル（ 短足） 60 公民館

3 テーブル（ 長足） 25 公民館

4 椅　 子 50 公民館

5 ハン ド ス ピ ーカー 1 公民館

6 消火器 5 公民館

7 ヘルメ ッ ト 10 備蓄計画中

8 ビ ニールシート 備蓄計画中

9 カセッ ト コ ンロ 備蓄計画中

10 備蓄用飲料水　 500ｍｌ 備蓄計画中

11 備蓄用食料 備蓄計画中

12 炊き 出し 用器具一式 備蓄計画中

13 担架 備蓄計画中

14 土嚢 100 備蓄計画中

15 燃料（ ガス ボンベ・ 灯油） 備蓄計画中

16 水タ ンク 備蓄計画中

17 Ａ Ｅ Ｄ 備蓄計画中

18

19

20

21

22

23

　 避難場所 　 避難所 　 福祉避難所 　 施　 設　 名 　 備　 考

　 ◎ 　 ◎ 　 ◎ 　 　 更級小学校

　 ◎ 　 ◎ 　 　 更級保育園

　 ◎ 　 ◎ 　 ◎ 　 　 千曲市役所

　 ◎ 　 ◎ 　 　 若宮公民館

　 ◎ 　 ◎ 　 　 佐良志奈神社
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受付名簿

No 住所
分区
名

氏　 　 名 年齢 性別
配偶者
区分

備　 考

例
大字　 若宮

5 若宮太郎 77 男 ◎
2階への移動

困難111-1

例
大字　 若宮

1 若宮花子 70 女 ◎
121-1

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮

No
大字　 若宮
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避難者カード

現地災害対策本部【 　 若　 宮　 区　 】

分　 区

※ 個人番号は、 受付で示さ れた番号を ご記入願いま す。

※ こ の避難者カード は必要事項をご記入の上、 各自保管し て下さ い。

※ 避難所から 自宅へ帰宅する 際には、 受付へ返却を お願いし ま す。

避難者カード

現地災害対策本部【 　 若　 宮　 区　 】

分　 区

※ 個人番号は、 受付で示さ れた番号を ご記入願いま す。

※ こ の避難者カード は必要事項をご記入の上、 各自保管し て下さ い。

※ 避難所から 自宅へ帰宅する 際には、 受付へ返却を お願いし ま す。

受付番号 　 　 　 住　 　 所 分区区分 連絡先※携帯電話

（ 年　 齢） （ 　 　 　 　 　 　 　 　 歳）

特記事項

受付番号 　 　 　 住　 　 所 分区区分 連絡先※携帯電話

No 千曲市　 大字若宮

　 　 ―　 　 　 　 ―　 　 　

番　 　 地

氏　 名

（ 年　 齢） （ 　 　 　 　 　 　 　 　 歳）

特記事項

No 千曲市　 大字若宮

　 　 ―　 　 　 　 ―　 　 　

番　 　 地

氏　 名
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若宮公民館

佐良志奈神社

更級小学校



 

 

 備蓄計画  

  令和７年８月２１日現在 

№ 物品名 目標数 
整備予定年度 

備考 
令和7年度 令和8年度 令和9年度 

1 
備蓄食料 

(ｱﾙﾌｧ米) 
100食 100食 50食 50食 消費期限5年 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

※ 備蓄品は計画的にローリングストックを行うものとする。 

 

《参考資料》（食料品等の備蓄品の目安） 

【長野県及び千曲市の備蓄目標】 

千曲市内において最も被害が大きいとされている糸魚川－静岡構造線断層帯の地

震による最大想定避難所避難者数では、市民(全人口)の約13.5％となっており、

食料品等の備蓄は3日分として、長野県1/3、千曲市1/3、市民1/3となっている。 

 

  【区・自治会の備蓄目標】 

区・自治会の世帯数の２倍（一世帯２人した場合）の 10％を目標に食料品等の備

蓄を整備する。（1日分を備蓄） 

例） 区・自治会の世帯数が 400 世帯の場合 

【基準：800 人(400 世帯×2人)×10％＝80 人】 

①飲料水 80 人×3ℓ(1 日/1 人)＝240ℓ(500mℓ の場合 480 本) 

②食料  80 人×3食(1 日/1 人)＝240 食 

 


